
令和 5年度「人権教育研究指定校事業」事業実施報告書 

委託先（ 千葉県 ） 

１．調査研究のテーマ、概要 

調査研究のテーマ 

自分のよさを認め、他者と協働しながら生きる「心」を

育む人権教育  

～児童の人権意識を高めるために～ 

○調査研究のテーマを設定した目的 

県教育委員会では、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」をはじめとする人権

に関する法令や「人権教育・啓発に関する基本計画」、「千葉県人権施策基本指針」等をふ

まえ、「人権教育の推進目標及び重点事項」を作成している。「人権教育の推進目標及び重

点事項」では①推進体制を確立しよう、②正しい知識と認識を深めよう、③指導内容と指

導方法を工夫しよう、④家庭･地域等との連携を図ろう、⑤点検･評価による見直し､改善

をしよう、の５点を推進目標として掲げている。 

県下小中学校及び高等学校、特別支援学校では、全体計画・年間指導計画がすべての学

校で策定されており、 学校における人権教育の取組について、概ね定着が図られている。

今後の課題としては、自分の大切さとともに他の人の大切さを認めることができるよう

になり、それが様々な場面等で具体的な態度や行動に現れるようにするための実行性の

ある計画に高めていくことである。そのために、児童生徒の人権意識を高める先進的な

取組を県全体に広めていきたい。 

本校、流山市立流山小学校(以下、流山小)では、学校グランドデザインの中に「人権」

の尊重を掲げるとともに、「一人一人の特性を認め、生かすこと」を指導の重点としてき

た。 

そこで、「自分のよさを認め、他者と協働しながら生きる『心』を育む人権教育 ～児

童の人権意識を高めるために～」を調査研究のテーマとし、２か年計画で学校教育全体

を通じた、体系的な指導体制の確立について研究していく。 

○調査研究の概要 

年度初めと年度終わりに、児童・保護者・教職員対象の「人権アンケート」を実施し、

子どもの変容を見取ることで、以下の教育活動が有効であったかを検証する。 

 

研究の視点１ 【児童一人一人の自己肯定感を高めるために】 

ア 自分について考える「人権タイム」の設定 

イ 人権スローガンの掲示と環境整備 

研究の視点２ 【多様な人々と協働する力を育むために】 

ウ ６年間を見通した年間指導計画の作成 



エ 地域や外部の人材を活用した体験的活動等の実施 

２．基本情報 

研究指定校の概要 

○学校名 

流山市立流山小学校 

○これまでの研究指定等の状況 

特になし 

○学級数 

３８学級（うち特別支援学級：５学級） 

○児童生徒数(R6.12.1) 

全児童数：1085 人 

○URL 

miryokryusyou@nagareyama.ed.jp 

○指定理由 

流山小は、「人間性豊かなたくましい子どもの育成」を学校教育目標とし、「地域とと

もにつくる日本一楽しい学校」を目指し、様々な取組を行っている。また、学校グラン

ドデザインの「３つの保障」の中の一つを「人権」として掲げ、「一人一人の特性を認

め、生かすこと」を指導の重点としてきた。インクルーシブ教育の視点で、全児童が自

分らしく学校生活を送ることができるよう、全職員できめ細かな指導を行っている学校

である。また、ＳＤＧｓの観点から、全校で誰もが住みやすい社会にするための学習に

も取り組んでいる。 

流山小は、明治５年９月２３日に開校した日本で最も歴史の古い学校の一つである。

令和３年度に、創立１５０周年を迎え、令和４年度には記念式典が行われた。記念式典

に向けての準備を進める中で、児童は、流山小が多くの人によって支えられていること

を知り、地域に愛され、見守られていることを学んでいる。 

このことから、学校の歴史や地域との関わりについて学んだことが、近くの友達だけ

でなく、地域の方々にも目を向けて、すべての人が自分らしく生きることのできる社会

にするためにはどうしたらよいか、児童がより強く深く「人権」について考えるよいき

っかけとなったのではないかと考え、本校を推薦した。また、日頃から地域と密接に関

わり、様々な人と連携して教育を進めていける体制が、既に構築されていることも、本

校の強みである。これまでにも取り組んできているＳＤＧｓの学習とも関連させ、さら



に人権課題と向き合うことで、本校がより強く「地域とともにつくる日本一楽しい学

校」を目指していくことを期待している。 

○ ╡ ╪∞ ⌐≈™≡ 

該当するものに○印、最も主要な人権課題１つに◎印を付与  

 

①子供 〇 

②女性  

③高齢者 〇 

④障害者 〇 

⑤同和問題 〇 

⑥アイヌの人々  

⑦外国人 ◎ 

➇-１HIV 感染者等  

➇-２ハンセン病患者等 〇 

⑨刑を終えて出所した人  

⑩犯罪被害者等  

⑪インターネットによる人権侵害  

⑫北朝鮮当局による拉致問題等 〇 

⑬性的指向、性自認 〇 

⑭その他（    ）  

  
 

流山市では、近年人口増加に伴って、市内の小中学校に在籍する外国籍の児童数も増加

傾向にある。日本語でのコミュニケーションや学習に対する不安から、日本語指導を希望

する児童も増えてきている現状である。外国籍の児童と共に学校生活を送ることが日常的

になっている中で、様々な言語や文化の違い、考え方などを学び、理解することは大切な

ことである。本校では、今年度、第３学年において取り組む「人権課題」として設定し、

学習を推進していった。具体的には、国際交流協会等と連携し、外国籍・異年齢の方々と

の交流会を行うほか、各教科の授業の中で、他国の人々について理解を深める学習を行っ

た。 

  



3．調査研究の内容等 

○調査研究の内容 

一人一人の人権を守るということは、個人の持つ特性を認め合い、互いに尊重しなが

ら生きてくことである。そして、そのような人権意識を育むために必要なことは、まず

自分自身が自分のよさを認め、自己肯定感を高めることであり、多様な他者と関わり合

い、交流する機会を持つことで、他者を知ることが重要であると考える。本研究では、

キーワードを「自己から他者へ」とし、まず自分自身の長所に着目させ、自己肯定感を

高めていくことを、人権教育の土台とする。そして、「人権課題」についての学習等、

多様な他者について知る機会を設け、一人一人が異なることや、異なる人間同士でより

よい社会をつくるためにどうすべきかを考えられるよう、研究を進めていく。 

本研究は、【児童一人一人の自己肯定感を高めるために】と【多様な人々と協働する力

を育むために】の二つの視点で実践する。 

 

《調査研究の仮説》 

①自分のよさに気付き、自分を大切にする気持ちが育てば、自分とは異なる他者の特性

も認められるようになり、人権意識の高揚につながるだろう。 

②地域や外部の方々など、異年齢の方との交流活動や体験活動を行うことで、自分の良

さに気づくきっかけとなり、また他者との関わりについて考えを深めることができるだ

ろう。 

③各学年で焦点化した「人権課題」に取り組む「学習プログラム（年間指導計画）」を

作成することで、６年間を通して段階的に視野を広げながら、人権についての学びを深

めていくことができるだろう。 

○実施方法 

研究の視点１ 【児童一人一人の自己肯定感を高めるために】 

ア 自分について考える「人権タイム（ぐんぐんタイム）」の設定 

・毎週金曜日のモジュールの時間の中で「人権タイム（ぐんぐんタイム）」を設定し、

自分自身のことを振り返り、記録をしていく時間を設定した。このことで、自分自身に

ついて考え、自分の良さや強みに気付けるようにする。 

   

イ 人権スローガンの掲示と環境整備 

・１年間、全校で人権について考えるための共通スローガンを検討し、廊下や教室の掲

示物として常に見えるところに掲げた。全職員、全児童が常にこのワードを念頭に置

きながら、生活していくことを目指した。 

・学校内に人権コーナーを設置し、人権教育に関わる様々な資料や図書を展示した。 



 

研究の視点２ 【多様な人々と協働する力を育むために】 

ウ・エ ６年間を見通した「学習プログラム（年間指導計画）」の作成 

・発達段階やめざす児童像を踏まえながら、各学年の重点的「人権課題」を設定し、６

年間を見通した年間指導計画を作成する。各教科の教材を活用して、人権課題につい

ての授業を行うことや、地域や外部の方々との交流を図りながら、体験的活動等を実

施することで、人権課題についての理解を深めながら、多様な他者について知る機会

とした。 

 

 

  



4．検証・評価・改善・普及 

検証 

 年度始めと年度終わりに児童を対象としたアンケートを実施した。結果については以

下のとおりである。 

①【知識的側面】 

「あなたは、いくつかの人権問題がどのようなものか知っていますか。」 

  「知っている」  

１年生 事業開始時：４２％ ⇒ 事業終了間際⇒６１％△ 

  ２年生 事業開始時：３７％ ⇒ 事業終了間際⇒５７％△ 

  ３年生 事業開始時：４９％ ⇒ 事業終了間際⇒５３％△ 

  ４年生 事業開始時：４７％ ⇒ 事業終了間際⇒６９％△ 

  ５年生 事業開始時：４３％ ⇒ 事業終了間際⇒６５％△ 

６年生 事業開始時：６２％ ⇒ 事業終了間際⇒８６％△ 

 

②【価値・態度的側面】 

 「あなたは自分の気持ちを大切にしていますか。」 

  「大切にしている」 

  1 年生 事業開始時：９２％ ⇒ 事業終了間際⇒９６％△ 

   2 年生 事業開始時：９３％ ⇒ 事業終了間際⇒９５％△ 

  3 年生 事業開始時：９５％ ⇒ 事業終了間際⇒９４％▼ 

  4 年生 事業開始時：９２％ ⇒ 事業終了間際⇒９２％－ 

  5 年生 事業開始時：９２％ ⇒ 事業終了間際⇒８７％▼ 

6 年生 事業開始時：７９％ ⇒ 事業終了間際⇒９３％△ 

 

③【技能的側面】 

  「あなたは困っている人がいたとき、何かしてあげられますか。」 

  「できる」 

  1 年生 事業開始時：８９％ ⇒ 事業終了間際⇒９４％△ 

  2 年生 事業開始時：８８％ ⇒ 事業終了間際⇒９６％△ 

  3 年生 事業開始時：９４％ ⇒ 事業終了間際⇒９５％△ 

  4 年生 事業開始時：９２％ ⇒ 事業終了間際⇒９２％― 

  5 年生 事業開始時：９１％ ⇒ 事業終了間際⇒８９％▼ 

6 年生 事業開始時：８７％ ⇒ 事業終了間際⇒９５％△ 

評価 



・各学年において「取り組む人権課題」を設定し、学習に臨んだことで、一つの課題に

ついて深く考えるきっかけとなった。（①【知識的側面】） 

・人権タイム等で、自分も他人も大切にしていくことを学んだことや、各教科でのペア

ワーク等の学び合い活動を通して、自分の気持ちを表現することの嬉しさや楽しさを

感じることができた。数値が下がった学年も見られるが、自分を大切にすることが友

達を大切にすることに繋がることなど、考えの幅が広がったことも理由の一つと考え

られる。（②【価値・態度的側面】 

・地域の方やゲストティーチャーの方々との交流をとおして、異年齢の方への理解が

深まっただけでなく、児童同士の交流も生まれ、助け合う場面が増えた。③【技能的側

面】 

 

普及 

 令和６年度に公開授業を行い、人権についての取り組みを発信する。また、各学年で

実施した学習内容とその効果については、資料としてまとめ、市内で共有していく。 

  



５．人権教育に係る年間指導計画 

 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



６．推進体制（都道府県・指定都市教育委員会を含む 

 

 

  



○関連資料 

 



 





 





 



 







 



 





 

 





 

 


